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【物件番号 29】 

所在地 尼崎市長洲西通 1 丁目 124 番 13 の一部 貸付面積 533.50 ㎡ 

貸付可能期間 令和 8年 4月 1日以降 契約期間 5 年以内 

契約更新 契約更新不可 最低貸付料年額 3,347,637 円 

地目 雑種地 用途地域 工業地域 

所管課 
都市整備局 
土木部 道路整備担当 

担当者 大西 

連絡先 TEL 06-6489-6493 

特記事項 

(1) 本物件は一時使用目的の建物の設置については可能である。ただし、一
時使用目的であることが明らかであると本市が認める場合に限るので、そ
の適否については事前に本市（所管課）に確認すること。 

(2) 仮設建築物等の建築物を建てる場合は、事前に尼崎市建築指導課と協
議すること。 

(3) 車両乗り入れを設置する場合は、道路法第 24 条に基づき尼崎市道路課
と協議し承認を受けた上で、以下の工事を行うこと。 

なお、設置した車両乗り入れは、契約終了時に原則、原状復旧するこ
ととなるが、具体的な復旧方法については調整が必要となるため、工事
に当たっては事前に本市（所管課）と協議すること。 

(4) 上記のほか道路に影響のある工事等を施工する場合は、事前に尼崎市
道路課と協議すること。 

(5) 既設フェンスの撤去、取替え等が必要な場合は、本市（所管課）と協議
の上、借受者が自己の責任と負担のもとで実施すること。 
契約終了時の原状復旧について、フェンスを撤去して使用する場合は、

借受者において既設のものと同等のフェンスを設置して土地を返還する
こと。フェンスを取替えて使用する場合で本市がその残置を認めるとき
は、当該フェンスの所有権を本市に帰属させること。 

(6) 周囲の景観、環境を損なわないよう適切に維持管理を行うこと。 

(7) 近隣住民から苦情があった際は直ちに借受者にて対処すること。 

(8) 契約終了時の原状復旧に関して、借受者が設置した工作物等は原則全
て撤去し、更地にすること。 
なお、アスファルト等の舗装については残置を認める場合があるので工

事に当たっては事前に本市（所管課）と協議すること。 

(9) 本物件は、長洲西通 1 丁目 124 番 13（1,077 ㎡）のうち概ね南側半分
の範囲を貸付け対象とするものである。貸付け範囲については用途等を踏
まえ協議の上決定する。 

現況 利用中 
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（位置図） 
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